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審 議 会 等 調 書 

 

名  称 佐伯市総合教育会議 

設置目的 
首長と教育委員会が、相互の連携を図りつつ、より一層民意を

反映した教育行政を推進していくため 

設置根拠等 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の４第１項 

設置年月日 平成２７年５月２５日 委員数 ６人 

審議事項等 

１ 佐伯市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策

の大綱の策定に関する協議 

２ 佐伯市の教育を行うための諸条件の調整その他の地域の

実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講

ずべき施策 

３ 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさ

に被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場

合に講ずべき措置 

事務局担当課名 総合政策部政策企画課 電話番号２２－４１０４ 

備  考  

 


